
賦課限度額と軽減基準所得の改正による影響

＜改正前＞
全6,875世帯

保
険
料
額

　７割軽減 　５割軽減 　２割軽減  限度超過

所得額

＜改正後＞
全6,875世帯

保
険
料
額

　７割軽減 　５割軽減 　２割軽減  限度超過

所得額
※ ＋10万円×（給与所得者等の数－1）

＜賦課限度額の推移＞

※医療・後期・介護の合計額

2,192 世帯 1,042 世帯 871

2,192 1,042 世帯 871 世帯

96

R2

世帯 世帯2,660 110 世帯

応益

応能

(50%)

85 89

（単位：万円）

99

向日市 77 77 81 85 89 89 93 96 99

89 93

H27 H28 H29 H30 R1H24 H25 H26

国基準 77 77 81

(50%)

中間所得層

応能

(50%)

応益

(50%)

中間所得層
世帯 2,668 世帯 102 世帯

R3 R4

99 102

99

所得790万円(1人世帯の場合)

43万＋28.5万×人数※

43万＋52万×人数※

所得43万円※

所得816万円(1人世帯の場合)

43万＋28.5万×人数※

43万＋52万×人数※

所得43万円※


